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はじめに

伊奈町中部地区は 土 地区画整

理事業の施行により 道 賂 公

四 下 水道といつた碁鶴整備を

行つてまいりましたが さらに

住民効 酎[よる住みよいまちづ

くりをすすめるため 平 成8年

3月26日 伊 泰中部地区地区p‐

画が都市計画決定されました。

地区計画とは i地 の便い方や

運物及びかき さ くの建て方な

どのルールを定め そ れによつ

てきめ細かなまうづくりを行つ

ていこうというものです。

この制度は そ の性格上 住 民

の方々のまちづくりに対する理

解が重要になつてまいります。

このパンフレットには計画の内

容や届出の方法につしヽてこ説明

しています。伊奈中都地区のま

ちづくりの主役として 住 民の

みなさんにまちづくりについて

ご理解いただけるようお願い中

し上げます。

伊奈町都市詢団課
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地 区 計 画 の 内 容

:



1地 区計画計画書

1 伊宗中部地区地区計画

伊奈町六字大計字扇屋致 字 向原 子 原 字 新日 字 細田山

伊奈口i大字小皇字久保 字 新田 字 君ltD 字東 字 間松 字 目寺

字上新□ 字 新国副 干 楠ケ埼 字 諏訪久保 字 荒久

ヤ173 3ha
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一

本地区は '奈 "の 行政及び商袋養務の中心地として位置づけらll t岳主新都市交通伊

奈糠の伊祭中史駅を中心に問撲業務施設の誘導を国り か つ良好r.・居tE環境をlllえた市

ri地の形成を閉るため 土 地区闘望理事業を施行した地区である

このため 土 地区画窪理事業による効果の維持と促進を図るとともに 健 含な虐佳捜境

の形成 4P汚並びに 問 嘉業務の利便性の向上を□り 行 政センターとして品枯のある

生活捜境の整つた快過をまちを創造する寄を目標とする

本地区の土地利用の方:|よ 以 下のようなツーニングに堅ついたものとする

■A地 区…低癒住宅を主体とも 良 好な住環境を形成する

■日1む区―景緩的担アロに配ぼした中低層住宅を主体とした 良 好な全環境を形成する

OC地 区…町役場 伊 宗町総合センター等の町の行政センターを中心とした公共公透胞

議地区とする。

●D地 区―伊表中央駅周辺を町の中心簡葉業務地区とする.

土地利用の方tlに基づく地区区分にあわせ 達 築物等の用途の制限 選 築物の政1せ面和

の最低隈臣 建 票物毒の形IIE又は意匠の刷硬及び)き 又はさくの禍遠の制限を行う ま

た商業地区 (D地 区)に ついては買物などの歩行者へ配恋し ゆ とりある歩行奎悶のF

模に努める。さらに地区全域において 生 け垣毒による緑化の推達に努め 緑 聾かな住

頃慢や行政センター地区の形成 お よl・面球業務環境の整備と襲然とした街並みの形成

を図る。

| ■E地区 上 尾自団緑 伊 奈中央線沿適に関して 幹 線適路浴遠としての位置い案■を

いかし 住 宅と共に沿道サービス施酸も立地する地EAFとする

10床施設け 土 地区画建理事来により計画的に整備し 良 好な都市環境の増進を目的と

して そ の機能及び環境が損なわ釈ないよう維境 保 全を図る

８
日
ロ
ロ

NANA
四角形

NANA
タイプライタ
伊奈町中央一丁目～五丁目



「区資 こついては計画臼表示のとおり」

連自!土地■B8露理■票による効泉を離持 提 達するとともに Bに 頂境をEえ 面韓 林の利便性を口, 行 取センターとして

8格 のある衛童みを形成するため 地 区村画を定める0の である

l

NANA
タイプライタ
 Ａ地区第一種低層住居専用地域

NANA
タイプライタ
 

NANA
タイプライタ
 Ｃ地区第二種住居地域

NANA
タイプライタ

NANA
タイプライタ

NANA
タイプライタ
 Ｂ地区第一種住居地域

NANA
タイプライタ
 

NANA
タイプライタ
 Ｄ地区近隣商業地域

NANA
タイプライタ

NANA
タイプライタ
Ｅ地区第一種住居地域



2地 区の区分について
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■公共公査施設地区(C地区)

について 次 長の建物 施 設

を計容または制限するものと

します。

3用 速の制限について

口建築物の用遠制限 0併 容するもの
X制 限するもの

注〉本壊は 車 法別寝環2の張壊て0,す べての開隈についてね域

したものではありません

田

■

■

地区計画で建築することができる密築物 及 び制限する建築物

住宅 共 同住宅 電 橋含 下 宿

店蔑 専 務所の床面積が3000舶 を超えるもの

ホテル 旅 館

ポーリング場 ス ケート場 水 涼堀等

マーシャンE ば ちんこ屋 邸的場 跡馬豊凍歩発電所 塩外章芽売塩0

カラオケボツクス等

学校 (大学 再章再円幹被 ,4F学 校及び宙を学校を言む)国 iほ等

神社 寺 廃 教 会等

老人ホーム 保 胃所 身 体陣書者福祉ホーム等

老人想社センター 児 逮厚生施破辱

公衆おIB 診 額所 病 院

巡蒼派出所 公 衆電話所

自動車敦習所 畜 書 く'5rrlを超えるもの)

単独自動車葦塵 (300高 以下かつ2階以下)

樫築物付属自動車巨ほ 的 の延べ面積のツ2以下かつ2陪以下)

洋服店 ■ 屋 題 具屋 目 転車店 家 庭電気盤長店時

(作葉塩の床面■50何 以下 出 力075m以 下)

′(ツ屋 米 屋 豆 買屋 菓 子屋等

(作典場の床面積FdO高以下 出 力675る ″以下)

危険ほや頂境を詔 ヒさせるおそaが 非常に少ないIIB(50高 以下)

自動車摩理工場 (50常 以下)

火案索 石油豪 万ス零働巳険物の情磁 処理のユ崩 F常に少ない値桜



4敷 地面積の最低限度について

■地区全鞠の政地面積の最低

限度は1卸nfとします。

E地 区計画決定前に120市

未満である土地については

政地面積の最近限度の制度は

及びません。 したがつて

120市未満の夏地であつても

建物 よ建てられますし す で

に建物が建つている120市未

濁の土地でも そ の建物の存

航は要められます。

■しかし 120市 以上の土地

でも 分 割により120市未満

になるものについては分割は

目めません。

■なお 分 割において容積

率 饉 ぺい率が不適合となる

場合は窮められませんのでこ

注意くださしヽ。

コ地区全域の例



5建 築物等の形態又は意匠について

■看板広告物や建築物の外壁及び屋根の色彩ほ 落 ち槽

きのある色調とします。

口 「色彩」については 色 の組合せやデザイン 明 度 彩

度 alBな どが明らかに利融的で 多くの人に不快感を与

えるようなものは盟められません。

l



6か き又はさくについて

■かき又まさくの構造は 道

路境界において適用されま

す。

■かき又はさくは次の図のよ

うなものが認められます。

「

追路撹界にのう逼F

十

Ⅲ Sm

以下

け
に
制
限
ほ
ヨ
け
て
お
り
ま
せ
ん

景観に配慮 フェンス

した境今  さ く与

6 0 c m

以下

〕ンウリー トラ  ]ン 'リートフ

ロック 石 治事  Dッ ク 5預 与
とフエンス さく と 植れの組み

青の組"合 わせ  合 わせ

一

bccm
lメ下

と ,壇
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】
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口ただし、円柱 円 ,及 び鉄

適用戯地内については、この

制限を受けまヒは また、次

の国のような円のをでについ

ても、同社の-0と みをし制

限を受けさ匂句.

①門性とそでの担台せ 0そでのみ

一   一

1 5mHF   18mHT
一

1おm以下

一

lBい

BRaに 88し た堺等の日

l



7既 存の建築物について

■地区計画の狭尼された日

(平成 8年 3月 26日 こ の日

を 「塞季日Jと します。)す

でにこの制限に過合していな

い建物については そ のまま

の形態で使用するのであれば

制限は及びません。

口しかし 選 物の建雷え崎

新案及び不適台の部分を含む

増雲 改 築 修 繕またよ濃様

畜えの時は 不 適合の部分を

是正していただきます。

口なお 新築をされる場合よ

不適台部分については全面的

に是正していただきます.

ただし 敷 地面積についてよ

この限りできありませんで

高さ60御 を超えるフロック場

君ち着きのある色の屋根

生け垣などへの改修

l



届 出

口地区計画は 固 々の建築行

為等を規制 誘 導することに

よつて良好をまうづくりが行

われていきます。そのため

「建築確認申語Jの 前に

個々の建築行為等について

地区計画の内容にあったもの

であるかどうかll断するた

め  「唐出」をしていただく

ことになります。

閣
日

■



1届 出に必要r.「4r為

2肩 出の方法

ロ



3届 出から工事清工まで

口層出力`う工事右工まで よ

次のようになります

目
巴
■
■

底 出 の 薔 査

地区計画に適合しないもの 地区計画に適台しているもの

_4言1資 更 等 の 勧 告

建 築 確 解 申 轟

申 請 Bの 憲 重



4届 出に必要な添付図面

■屋出に必要なホ付図面け次

の遅りです

■必要に応して モ 01 uど考どなるヨコを:口Elした国留を■Ⅲして(t =い

(塩凍迪指定□の写し ま 福田専|

i

□高 一≡
一ｔ
ｉ

(1)土地の区画

形質の変更

察内国 1/10011以 上
方位 道 路及び8標 となる

地物を表示

区蛾□ 1/1000以 上
当該土地の区域及び当該ほ

規周辺の公共胞酸を表示

設計□ 1/1 0 0以 上 進形計画平画図与

(2)建築物の建

築 建 築物

の用遠の変

更

案内図 1/1000以 上 0)に向し

配置図 1/,00以 上
破地内における建築物又は

工昨物の位置を表示

立面□ 1/50以 上 2日 以上 外壁の色彩を景示

平面図 1/50以 上
各階のもの 各 階の用途を

表示 (工作物の場合不要)

(3)連築物の形

ほ又は意匠

の変更

案内図 1/1000姓 (1)に同じ

配lB図 1/100虻 (2)に同じ

立面図 1/50以 上 (2)に同じ

(1)わ`さ又はさ

くの酸区又

は政儀

案内図 i′1000以 上 ていに同じ

配18図 1/100以 上
数地内におけるかさ又はさ

くの位置を表示

立薗図 i/501述 控壁 配 筋等を表示

断箇図 1/ 50以 上
かき又はさくの高さ 垂 使

の根入れの漆さを表示
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